
（
国
税
徴
収
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

国
税
徴
収
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

（
差
押
調
書
）

（
差
押
調
書
）

第
五
十
四
条

徴
収
職
員
は
、
滞
納
者
の
財
産
を
差
し
押
さ
え
た
と
き
は
、
差
押
調
書

第
五
十
四
条

同

上

を
作
成
し
、
そ
の
財
産
が
次
に
掲
げ
る
財
産
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
謄
本
を
滞
納
者

に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

省

略

一

同

上

二

債
権
（
電
話
加
入
権
、
賃
借
権
、
第
七
十
三
条
の
二
（
振
替
社
債
等
の
差
押
え

二

債
権
（
電
話
加
入
権
、
賃
借
権
、
第
七
十
三
条
の
二
（
振
替
社
債
等
の
差
押
え

の
手
続
及
び
効
力
発
生
時
期
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
財
産
そ
の
他
取
り
立
て

）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
財
産
そ
の
他
取
り
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
債
権
を

る
こ
と
が
で
き
な
い
債
権
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）

除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）

三

第
七
十
二
条
の
二
か
ら
第
七
十
三
条
の
二
ま
で
（
特
定
電
子
移
転
財
産
権
等
の

三

第
七
十
三
条
（
電
話
加
入
権
等
の
差
押
え
）
又
は
第
七
十
三
条
の
二
（
振
替
社

差
押
え
の
手
続
及
び
効
力
発
生
時
期
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
財
産

債
等
の
差
押
え
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
財
産

（
特
許
権
等
の
差
押
え
の
手
続
及
び
効
力
発
生
時
期
）

（
特
許
権
等
の
差
押
え
の
手
続
及
び
効
力
発
生
時
期
）

第
七
十
二
条

前
三
款
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
財
産
（
以
下
「
無
体
財
産
権
等
」

第
七
十
二
条

前
三
款
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
財
産
（
以
下
「
無
体
財
産
権
等
」

と
い
う
。
）
の
う
ち
特
許
権
、
著
作
権
そ
の
他
第
三
債
務
者
等
が
な
い
財
産
（
当
該

と
い
う
。
）
の
う
ち
特
許
権
、
著
作
権
そ
の
他
第
三
債
務
者
等
が
な
い
財
産
の
差
押

財
産
に
係
る
権
利
（
権
利
の
移
転
に
つ
い
て
登
記
を
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ

え
は
、
滞
納
者
に
対
す
る
差
押
書
の
送
達
に
よ
り
行
う
。

つ
て
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移
転
す
る
も
の
（
以
下
「
特
定
電
子
移
転
財
産

権
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
差
押
え
は
、
滞
納
者
に
対
す
る
差
押
書
の
送
達
に

よ
り
行
う
。

２
～
５

省

略

２
～
５

同

上

（
特
定
電
子
移
転
財
産
権
の
差
押
え
の
手
続
及
び
効
力
発
生
時
期
）

第
七
十
二
条
の
二

特
定
電
子
移
転
財
産
権
の
差
押
え
は
、
特
定
電
子
移
転
財
産
権
を

徴
収
職
員
の
管
理
に
移
す
方
法
に
よ
り
行
う
。
た
だ
し
、
当
該
方
法
に
よ
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
と
き
は
、
特
定
電
子
移
転
財
産
権
の
権
利
者
（
名
義
人
が
異
な
る
場
合

は
、
名
義
人
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
こ
れ
を
他
の
者
の
管
理
に
移
す
こ
と
が
で
き
る

も
の
に
命
じ
て
、
特
定
電
子
移
転
財
産
権
を
徴
収
職
員
の
管
理
に
移
さ
せ
る
方
法
に

よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
差
押
え
の
効
力
は
、
同
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
特
定
電
子
移
転
財
産
権
が

徴
収
職
員
の
管
理
に
移
さ
れ
、
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
告
知
が



さ
れ
た
時
に
生
ず
る
。

（
電
話
加
入
権
等
の
差
押
え
の
手
続
及
び
効
力
発
生
時
期
）

（
電
話
加
入
権
等
の
差
押
え
の
手
続
及
び
効
力
発
生
時
期
）

第
七
十
三
条

省

略

第
七
十
三
条

同

上

２

前
項
の
差
押
え
の
効
力
は
、
そ
の
差
押
通
知
書
が
第
三
債
務
者
等
に
送
達
さ
れ
た

２

前
項
の
差
押
の
効
力
は
、
そ
の
差
押
通
知
書
が
第
三
債
務
者
等
に
送
達
さ
れ
た
時

時
に
生
ず
る
。

に
生
ず
る
。

３

第
七
十
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
特
許
権
等
の
差
押
え
の
手
続
及
び
効
力
発
生

３

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産
で
そ
の
権
利
の

時
期
）
の
規
定
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産
で
そ
の
権
利
の
移
転
に
つ
き
登
記
を

移
転
に
つ
き
登
記
を
要
す
る
も
の
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
差
押
に

要
す
る
も
の
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
差
押
え
に
つ
い
て
準
用
す
る

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
差
押
書
」
と
あ
る
の

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
差
押
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
差
押
通
知

は
、
「
差
押
通
知
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

第
七
十
二
条
第
五
項
の
規
定
は
、
特
許
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
そ
の
他
の
権

４

前
条
第
五
項
の
規
定
は
、
特
許
権
に
つ
い
て
の
専
用
実
施
権
そ
の
他
の
権
利
で
そ

利
で
そ
の
処
分
の
制
限
に
つ
き
登
記
を
し
な
け
れ
ば
効
力
が
生
じ
な
い
も
の
と
さ
れ

の
処
分
の
制
限
に
つ
き
登
記
を
し
な
け
れ
ば
効
力
が
生
じ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る

て
い
る
も
の
の
差
押
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

も
の
の
差
押
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

第
六
十
五
条
（
債
権
証
書
の
取
上
げ
）
及
び
第
六
十
七
条
（
差
し
押
さ
え
た
債
権

５

第
六
十
五
条
（
債
権
証
書
の
取
上
げ
）
及
び
第
六
十
七
条
（
差
し
押
え
た
債
権
の

の
取
立
て
）
の
規
定
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

取
立
）
の
規
定
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
差
押
え
の
解
除
の
要
件
）

（
差
押
え
の
解
除
の
要
件
）

第
七
十
九
条

徴
収
職
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
差
押
え

第
七
十
九
条

同

上

を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

納
付
、
充
当
、
更
正
の
取
消
し
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
差
押
え
に
係
る
国
税
の

一

納
付
、
充
当
、
更
正
の
取
消
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
差
押
え
に
係
る
国
税
の
全

全
額
が
消
滅
し
た
と
き
。

額
が
消
滅
し
た
と
き
。

二

省

略

二

同

上

２

徴
収
職
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
差
押
財
産
の
全
部

２

同

上

又
は
一
部
に
つ
い
て
、
そ
の
差
押
え
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

差
押
え
に
係
る
国
税
の
一
部
の
納
付
、
充
当
、
更
正
の
一
部
の
取
消
し
、
差
押

一

差
押
え
に
係
る
国
税
の
一
部
の
納
付
、
充
当
、
更
正
の
一
部
の
取
消
、
差
押
財

財
産
の
値
上
り
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
そ
の
価
額
が
差
押
え
に
係
る
国
税
及
び

産
の
値
上
り
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
そ
の
価
額
が
差
押
え
に
係
る
国
税
及
び
こ

こ
れ
に
先
立
つ
他
の
国
税
、
地
方
税
そ
の
他
の
債
権
の
合
計
額
を
著
し
く
超
過
す

れ
に
先
立
つ
他
の
国
税
、
地
方
税
そ
の
他
の
債
権
の
合
計
額
を
著
し
く
超
過
す
る

る
と
認
め
ら
れ
る
に
至
つ
た
と
き
。

と
認
め
ら
れ
る
に
至
つ
た
と
き
。

二
・
三

省

略

二
・
三

同

上

四

差
押
え
に
係
る
不
動
産
が
売
却
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
不
動
産
の
差
押
え
の
解
除

に
つ
い
て
滞
納
者
か
ら
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申
出
が
あ
つ
た
場
合

に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
。



イ

当
該
不
動
産
の
売
却
価
額
（
当
該
売
却
価
額
が
当
該
申
出
が
あ
つ
た
時
に
お

け
る
当
該
不
動
産
の
時
価
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
価
額

を
下
回
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
財
務
省
令
で
定
め
る
価
額
）
か
ら
そ
の
差

押
え
に
係
る
国
税
に
先
立
つ
他
の
国
税
、
地
方
税
そ
の
他
の
債
権
の
合
計
額
を

控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
額
（
当
該
相
当
す
る
額
が
当
該
差
押
え
に
係
る
国

税
の
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
差
押
え
に
係
る
国
税
の
額
）
の
国

税
の
納
付
が
あ
つ
た
と
き
。

ロ

国
税
の
徴
収
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

（
差
押
え
の
解
除
の
手
続
）

（
差
押
え
の
解
除
の
手
続
）

第
八
十
条

差
押
え
の
解
除
は
、
そ
の
旨
を
滞
納
者
に
通
知
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う

第
八
十
条

差
押
の
解
除
は
、
そ
の
旨
を
滞
納
者
に
通
知
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
。

。
た
だ
し
、
債
権
及
び
第
三
債
務
者
等
の
あ
る
無
体
財
産
権
等
の
差
押
え
の
解
除
は

た
だ
し
、
債
権
及
び
第
三
債
務
者
等
の
あ
る
無
体
財
産
権
等
の
差
押
の
解
除
は
、
そ

、
そ
の
旨
を
第
三
債
務
者
等
に
通
知
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
。

の
旨
を
第
三
債
務
者
等
に
通
知
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
。

２

徴
収
職
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
財
産
の
差
押
え
を
解
除
し
た
と
き
は
、
当
該

２

徴
収
職
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
財
産
の
差
押
を
解
除
し
た
と
き
は
、
当
該
各

各
号
に
定
め
る
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
規
定
す
る
除

号
に
掲
げ
る
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
規
定
す
る
除
去

去
は
、
滞
納
者
又
は
そ
の
財
産
を
占
有
す
る
第
三
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
、
滞
納
者
又
は
そ
の
財
産
を
占
有
す
る
第
三
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

動
産
又
は
有
価
証
券

そ
の
引
渡
し
及
び
封
印
、
公
示
書
そ
の
他
差
押
え
を
明

一

動
産
又
は
有
価
証
券

そ
の
引
渡
及
び
封
印
、
公
示
書
そ
の
他
差
押
を
明
白
に

白
に
す
る
た
め
に
用
い
た
物
の
除
去

す
る
た
め
に
用
い
た
物
の
除
去

二

省

略

二

同

上

三

特
定
電
子
移
転
財
産
権

滞
納
者
の
管
理
に
移
す
こ
と
。

３

税
務
署
長
は
、
不
動
産
そ
の
他
差
押
え
の
登
記
を
し
た
財
産
の
差
押
え
を
解
除
し

３

税
務
署
長
は
、
不
動
産
そ
の
他
差
押
の
登
記
を
し
た
財
産
の
差
押
を
解
除
し
た
と

た
と
き
は
、
そ
の
登
記
の
抹
消
を
関
係
機
関
に
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
は
、
そ
の
登
記
の
ま
つ
消
を
関
係
機
関
に
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
二
項
第
一
号
の
動
産
又
は
有
価
証
券
の
引
渡
し
は
、
滞
納
者
に
対
し
、
次
の
各

４

第
二
項
第
一
号
の
動
産
又
は
有
価
証
券
の
引
渡
は
、
滞
納
者
に
対
し
、
次
の
各
号

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
に
お
い
て
行
わ
な
け

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
差
押
え
の
時
に
滞
納
者
以
外
の
第
三
者
が
占
有
し
て
い

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
差
押
の
時
に
滞
納
者
以
外
の
第
三
者
が
占
有
し
て
い
た
も

た
も
の
に
つ
い
て
は
、
滞
納
者
に
対
し
引
渡
し
を
す
べ
き
旨
の
第
三
者
の
申
出
が
な

の
に
つ
い
て
は
、
滞
納
者
に
対
し
引
渡
を
す
べ
き
旨
の
第
三
者
の
申
出
が
な
い
限
り

い
限
り
、
そ
の
第
三
者
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
そ
の
第
三
者
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
の
う
ち

一

前
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
の
う
ち

、
更
正
の
取
消
し
そ
の
他
国
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
る
場
合

差
押
え
の

、
更
正
の
取
消
そ
の
他
国
の
責
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
る
場
合

差
押
の
時
に
存

時
に
存
在
し
た
場
所

在
し
た
場
所

二

そ
の
他
の
場
合

差
押
え
を
解
除
し
た
時
に
存
在
す
る
場
所

二

そ
の
他
の
場
合

差
押
を
解
除
し
た
時
に
存
在
す
る
場
所

５

第
二
項
第
一
号
及
び
前
項
の
規
定
は
、
債
権
又
は
自
動
車
、
建
設
機
械
若
し
く
は

５

第
二
項
第
一
号
及
び
前
項
の
規
定
は
、
債
権
又
は
自
動
車
、
建
設
機
械
若
し
く
は

小
型
船
舶
の
差
押
え
を
解
除
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十
五
条
（
債
権
証
書
の
取

小
型
船
舶
の
差
押
え
を
解
除
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十
五
条
（
債
権
証
書
の
取



上
げ
）
（
第
七
十
三
条
第
五
項
（
電
話
加
入
権
等
の
差
押
え
の
手
続
及
び
効
力
発
生

上
げ
）
（
第
七
十
三
条
第
五
項
（
権
利
証
書
の
取
上
げ
）
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る

時
期
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
取
り
上
げ
た
証
書
又

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
取
り
上
げ
た
証
書
又
は
第
七
十
一
条
第
三
項
（
差

は
第
七
十
一
条
第
三
項
（
自
動
車
、
建
設
機
械
又
は
小
型
船
舶
の
差
押
え
）
の
規
定

し
押
さ
え
た
自
動
車
等
の
占
有
）
の
規
定
に
よ
り
徴
収
職
員
が
占
有
し
た
自
動
車
、

に
よ
り
徴
収
職
員
が
占
有
し
た
自
動
車
、
建
設
機
械
若
し
く
は
小
型
船
舶
が
あ
る
と

建
設
機
械
若
し
く
は
小
型
船
舶
が
あ
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
定
電
子
移
転
財
産
権
の
権
利
移
転
の
手
続
）

第
百
二
十
二
条
の
二

税
務
署
長
は
、
換
価
し
た
特
定
電
子
移
転
財
産
権
の
買
受
人
が

買
受
代
金
を
納
付
し
た
と
き
は
、
そ
の
特
定
電
子
移
転
財
産
権
を
買
受
人
の
管
理
に

移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
全
差
押
え
）

（
保
全
差
押
え
）

第
百
五
十
九
条

納
税
義
務
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
が
不
正
に
国
税
を
免
れ
、
又
は

第
百
五
十
九
条

納
税
義
務
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
が
不
正
に
国
税
を
免
れ
、
又
は

国
税
の
還
付
を
受
け
た
こ
と
の
嫌
疑
に
基
づ
き
、
国
税
通
則
法
第
十
一
章
（
犯
則
事

国
税
の
還
付
を
受
け
た
こ
と
の
嫌
疑
に
基
づ
き
、
国
税
通
則
法
第
十
一
章
（
犯
則
事

件
の
調
査
及
び
処
分
）
の
規
定
に
よ
る
差
押
え
、
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
若
し
く
は

件
の
調
査
及
び
処
分
）
の
規
定
に
よ
る
差
押
え
、
記
録
命
令
付
差
押
え
若
し
く
は
領

領
置
又
は
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
る
押

置
又
は
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
る
押
収

収
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
同
法
第
百
二
条
の
二
第
一
項
第

、
領
置
若
し
く
は
逮
捕
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
処
分
に
係
る
国
税
の
納
付

一
号
イ
（
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
）
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
命
ず
る
も
の
に

す
べ
き
額
の
確
定
（
申
告
、
更
正
又
は
決
定
に
よ
る
確
定
を
い
い
、
国
税
通
則
法
第

限
る
。
）
を
含
む
。
）
、
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る

二
条
第
二
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
源
泉
徴
収
等
に
よ
る
国
税
に
つ
い
て
の
納
税
の

提
供
を
命
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
逮
捕
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

告
知
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
後
に
お
い
て
は
当
該
国
税
の
徴
収

処
分
に
係
る
国
税
の
納
付
す
べ
き
額
の
確
定
（
申
告
、
更
正
又
は
決
定
に
よ
る
確
定

を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
税
務
署
長
は
、
当
該
国
税

を
い
い
、
国
税
通
則
法
第
二
条
第
二
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
源
泉
徴
収
等
に
よ
る

の
納
付
す
べ
き
額
の
確
定
前
に
、
そ
の
確
定
を
す
る
と
見
込
ま
れ
る
国
税
の
金
額
の

国
税
に
つ
い
て
の
納
税
の
告
知
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
後
に
お

う
ち
そ
の
徴
収
を
確
保
す
る
た
め
あ
ら
か
じ
め
滞
納
処
分
を
執
行
す
る
こ
と
を
要
す

い
て
は
当
該
国
税
の
徴
収
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

る
と
認
め
る
金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
全
差
押
金
額
」
と
い
う
。
）
を
決

税
務
署
長
は
、
当
該
国
税
の
納
付
す
べ
き
額
の
確
定
前
に
、
そ
の
確
定
を
す
る
と
見

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
徴
収
職
員
は
、
そ
の
金
額
を
限

込
ま
れ
る
国
税
の
金
額
の
う
ち
そ
の
徴
収
を
確
保
す
る
た
め
あ
ら
か
じ
め
滞
納
処
分

度
と
し
て
、
そ
の
者
の
財
産
を
直
ち
に
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
執
行
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
認
め
る
金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
全
差
押

金
額
」
と
い
う
。
）
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
徴
収

職
員
は
、
そ
の
金
額
を
限
度
と
し
て
、
そ
の
者
の
財
産
を
直
ち
に
差
し
押
さ
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
～

省

略

２
～

同

上

11

11

第
百
八
十
七
条
の
二

正
当
な
理
由
が
な
く
、
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
（



特
定
電
子
移
転
財
産
権
の
差
押
え
の
手
続
及
び
効
力
発
生
時
期
）
の
規
定
に
よ
る
命

令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し

く
は
二
百
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

第
百
九
十
条

法
人
の
代
表
者
（
人
格
の
な
い
社
団
等
の
管
理
人
を
含
む
。
）
又
は
法

第
百
九
十
条

法
人
の
代
表
者
（
人
格
の
な
い
社
団
等
の
管
理
人
を
含
む
。
）
又
は
法

人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
、
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の

人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
、
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の

業
務
又
は
財
産
に
関
し
て
第
百
八
十
七
条
か
ら
第
百
八
十
八
条
ま
で
（
罰
則
）
の
違

業
務
又
は
財
産
に
関
し
て
第
百
八
十
七
条
又
は
第
百
八
十
八
条
（
罰
則
）
の
違
反
行

反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し

為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
各
本

各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

２

省

略

２

同

上


